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１．検査情報の収集及び保有の状況について
現在、検査法人は、高度化施設（図１及び表１）により、次のとおり検査情報を電子的に収集し保有しているところ。

（１）検査情報の種類及び内容
車両ごとに以下の情報を保持。
①車両情報（車台番号、型式、車名、原動機型式等）
②諸元データ（長さ、幅、高さ、排気量等）②諸元デ タ（長さ、幅、高さ、排気量等）
③検査結果（ブレーキ力、ライト光軸、サイドスリップ量、排気ガス測定値、下回り検査結果等）
④新規検査時等の画像
⑤総合判定結果（合否等）
⑥その他（受検形態（認証工場、ユーザー）の別等）

（２）保有方法
国及び検査法人のサーバに保管
なお、高度化施設は、平成２６年６月から全コースで本格稼動を開始。
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図１ 自動車検査の高度化施設の概要 表１ 高度化施設に係るこれまでの取組



２．検査情報の活用方策の状況について（その１）

現在 検査法人は 保有する検査情報を次のとおり活用しているところ現在、検査法人は、保有する検査情報を次のとおり活用しているところ。

（１）二次架装などの不正改造車の排除
新規検査時の画像データを継続検査及び街頭検査時に活用することにより、二次架装等の不正改造車を発見、排除。平成２５年度
には、２１３件の不正を発見。

（２）不正車検の防止
他事務所で不合格判定となった車両を受付けした際に警告を表示すること、及び紙の検査票によらず検査データを電子的に取得す
ることにより、受検者による検査票の偽造・改ざんなどの不正車検を防止。平成２７年４月からは、高度化施設とＭＯＴＡＳを連携させ
ることにより、検査結果の国への受け渡しを紙媒体から電子データに変更。これにより、不正車検の防止の更なる徹底を図る。

（３）検査結果の統計処理等による検査の重点化、検査統計情報の提供等
取得した検査情報を、車種毎、型式毎、装置毎等の試行的に集計・分析。（図３）今後、本格的に集計・分析を行うことにより検査の
重点化や検査統計情報の開示を計画。なお、現在、集計・分析を担当者が個別に手動で実施しているが、今後検査等への活用を念
頭に評価軸を整理し、集計・分析の自動化を進めることを検討。

〔例1〕 装置分類別不適合箇所数
・装置分類別に不合格箇所数を抽出。その結果、灯火器が不具合が多い
ことが判明。
不適合が多い事項 の対応強化を進めるなど検査の重点化に繋がる

〔例２〕 受検形態別の灯火器装置再検査率
・ユーザー・代行・整備事業者別、灯火器別に再検査率を抽出。その結果、
代行者（前検査）の再検査率が高いことが判明。
公開により点検 整備の励行に繋がる
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→不適合が多い事項への対応強化を進めるなど検査の重点化に繋がる。 →公開により点検・整備の励行に繋がる。

図３ 検査情報の集計・分析結果の一例



２．検査情報の活用方策の状況について（その２）

（４）ユーザーへの検査結果提供による点検・整備の励行（４）ユ ザ への検査結果提供による点検 整備の励行
基準適合性審査不合格時にユーザーへの審査結果記録表を提供し、点検・整備を励行。（図４）今後、審査の合否にかかわらずイン
ターネット等で提供することの可否についても検討。

（５）リコールに繋がる車両不具合の抽出
収集した検査情報を分析することにより リ ルに繋がる可能性のある車両不具合情報を抽出 平成２５年度は 検査法人からの収集した検査情報を分析することにより、リコールに繋がる可能性のある車両不具合情報を抽出。平成２５年度は、検査法人からの
通報に基づいたリコールが、４件届出された。

（６）指定整備工場に対する効果的・効率的な指導・監督
受検車両情報等を監査工場選定に活用する等、IT技術の利用により指導・監督を効率化。さらに、現在、新規検査時の検査データを
一部の指定整備事業者に試行的に提供中。これにより、事業者は、入庫した車両が構造等変更検査に該当するかどうかについて正
確かつ容易に判定でき、指定整備事業の一層の適正化を図ることが可能となる。（図５）今後、当該検査データの提供先や提供内容
の範囲の拡充等についても、ユーザーニーズ等を踏まえつつ検討。
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図４ 不具合審査結果例 図５ 新車画像提供機能の概要



（１）ＯＢＤ等を活用した検査情報の拡充の検討

３．検査情報の収集・保有及び活用方策の今後について

（１）ＯＢＤ等を活用した検査情報の拡充の検討
自動車技術の進展を踏まえて、先進安全技術（ＥＳＣ、ＡＥＢＳ、ＬＫＡＳ等）の状態を確認する観点や、環境保全性能を確認する観点
からＯＢＤ検査等を導入することにより、検査手法の改善や検査情報の拡充を図ることの可否についても、今後検討を実施。（図６）

（２）検査情報と整備情報の集約・一元化の検討
①整備情報の特徴（表２）①整備情報の特徴（表２）
・整備情報は、整備前の使用過程車両の実際の状態を表す情報を多数含んでいる。但し、予防的な整備の情報も含んでいること
に留意する必要がある。

・情報件数が、検査情報よりもはるかに多い。
②活用方策
検査情報に整備情報を加えて収集し、情報の件数を増やすことにより、使用者への分析結果の情報提供による点検・整備の励行
等の活用方策をより一層的確かつ効果的に行うことができる。

LKAS

故障警告灯が正常に作動
するか？

制御の機能確認にス
キャンツールを活用

適切にアクチュエーターや
センサー等が作動するか？

図６ ＯＢＤを活用した検査イメージ

キャンツ ルを活用

アクチュエータやセンサーの状態を、スキャンツールにより
動作確認を行う等 車両状態の検査を行うことが可能

表２ 検査情報と整備情報の比較
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動作確認を行う等、車両状態の検査を行うことが可能。



４．まとめ

（１）検査法人では、自動車検査の高度化を進め、検査情報を電子的に取得し、同情報

を活用することより、二次架装等の不正改造車の排除、不正受検の防止、統計的分

析、情報提供による点検・整備の励行をはじめとする、各種施策を既に実施。

今後も、情報収集・分析の自動化、情報の提供方法の改善及び提供先の拡充など

に いて検討を継続について検討を継続。

（２）さらには、ＯＢＤ検査の導入等による検査情報の拡充や、検査情報に整備情報を集（ ）さらには、 検査の導入等による検査情報の拡充や、検査情報に整備情報を集

約し、情報件数を増やして分析を行うことで、検査情報の活用方策の充実強化につ

なげるべく、検討をしていくこととしたい。

（３）以上により、高度化施設の当初の目的はほぼ達成したものと認識。今後は、国と連

携をして検査・整備情報の活用に係るユーザーニーズの把握に努め 新たなニーズ携をして検査 整備情報の活用に係るユ ザ ニ ズの把握に努め、新たなニ ズ

があれば積極的に対応するとともに、その前提となる各種課題の解決を進めていき

たい。
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検査データの利活用
資料７－２

検査データの利活用

Ⅰ 検査結果の分析・活用の高度化システムⅠ．検査結果の分析・活用の高度化システム

Ⅱ 検査データ活用の方法Ⅱ．検査データ活用の方法

Ⅲ 検査データ収集・分析の現状Ⅲ．検査データ収集・分析の現状

Ⅳ 検査データ利活用の今後の予定Ⅳ．検査データ利活用の今後の予定

Ⅴ 他のシステムとの連携Ⅴ．他のシステムとの連携

平成２６年９月１９日成

軽自動車検査協会



目的

①不具合情報の収集と分析した
結果を的確な検査の実施に反映
②不正受検の防止
③不正改造の排除

Ⅰ．検査結果の分析・活用の高度化システム

検査データ

④軽自動車ユーザーへ検査結果
提供

⑤自動車製作者及び整備事業者
へ不具合情報の提供

映像情報
分析機能車両情報

◆本部サーバは、収集・蓄積されたデー
タを分析し、各種情報を事務所へ配信。

◆画像情報の保存と検索機能のリアル
タイム化。

映像情報

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができない
か、イメージが破損している可能性があります。コンピュータを再起動して再度
ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削
除して挿入してください。

ユーザーへの検査結果提供

車両撮影カ

車両情報照会 車両情報取得 検査データ・
不具合情報

不具合等の
車両撮影

総合判定端末入力

カメラ

固定操作端末

現車及び固定操作

不具合等
情報共有

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができないか、イメージが破損している可能性があります。コン
ピュータを再起動して再度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを削除して挿入してくださ
い。

ﾅﾝﾊﾞ 自動認識 同一性・外観検査 検査機器による検査 総合判定

現車及び固定操作
端末の 車台番号
等の同一性確認

下回り検査ﾅﾝﾊ ｰ自動認識 同一性・外観検査 検査機器による検査 総合判定下回り検査

・車両番号 ・車台番号
・製作年月
※車両情報により、検査機器の
基準値をセット

・サイドスリップ ・スピードメータ
・ヘッドライト ・ブレーキ ・排気ガス
・車両撮影

・目視及び点検ハンマー
により油漏れ・損傷・
がたのチェック

・検査結果を再確認後、総合判定
・検査結果データを高度化サーバ
へ送信

・カメラでナンバーを自
動認識

１



軽自動車検査協会
Ⅱ．検査データ活用の方法

「検査結果の分析・活用の高度化システム」（略称：高度化システム）の導入し、 入力情報の充実
及び分析ソフトの充実を図ることにより、再検内容等の詳細な分析が容易になり、多方面でその活用が
可能になる。可能になる。

具体的な活用例としては、
① 当協会の各事務所の検査員への情報提供

検査において特に注意すべき情報を各事務所の検査コ スに直接提供することにより検査において特に注意すべき情報を各事務所の検査コースに直接提供することにより、
検査員の経験の如何に係わらず検査現場で確実に不具合箇所を指摘することが可能となる。

②受検者に対する検査結果の提供
検査結果を受検者に提供することにより、車の状態を知って貰い、確実な点検整備の励行に
資する。

③受検形態等の違いによる検査結果の提供③受検形態等の違いによる検査結果の提供
ユーザー、車検代行業者、認証工場等の受検形態や定期点検整備の実施、未実施による
各装置の再検の相違状況、使用年数による変化等を把握し、検査に活用するとともに、
関係行政機関に提供し、行政施策の参考に資する。

④関係機関への情報提供

関係機関を通じて、自動車メーカー、整備事業者等の関係者に情報を提供し、
より良い設計、製作、整備等に資する。より良い設計、製作、整備等に資する。

⑤その他
不正受検の防止、不正改造の排除。 ２



軽自動車検査協会
Ⅲ．検査データ収集・分析の現状

● 平成２４年４月～２５年９月までの、高度化システムでの再検台数約７，１００ 台

（受検台数７万台）についてデータの分析をした結果、例えば、次のことが分かった。

・かじ取り装置のボールジョイント及びタイロッドのダストブーツ損傷による再検率が

使用年数９年以上で増加すること。

・動力伝達装置でもドライブシャフトのダストブーツ損傷による再検率が、

使用年数５年以上で増加すること。

（図１～図４）

● 現在、平成２４年４月～２６年３月までの、高度化システムでの再検台数１５，４００台

（受検台数約 万台） 分析を進め る（受検台数約１４．４万台）について分析を進めている。

３



図１．使用年数別再検数

・初度検査年月のデータを装置別再検データに付加すると使用年

分類・使用年数別再検件数（H24/4‐H25/9）

初度検査年月のデ タを装置別再検デ タに付加すると使用年
数別再検の推移が分かる
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図２. 使用年数別構成率による分析

使用年数別再検装置の構成率を見ると経年変化による再検装・使用年数別再検装置の構成率を見ると経年変化による再検装
置の増減割合が分かる
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図３. 経年変化で特定した装置の分析

・かじ取り装置と動力伝達装置の使用年数と再検率との関係では
強い相関関係にある強い相関関係にある
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図４. 特定装置の再検内容

・かじ取り装置9年以上、動力伝達装置5年以上の再検内容をかじ取り装置9年以上、動力伝達装置5年以上の再検内容を
分析すると再検の多い内容が分かる

・以上の結果は、高度化システムによって現場に「注意すべき

かじ取り装置 使用9年以上の再検部位と

再検内容件数（H24/4‐H25/9）
動力伝達装置 使用5年以上の再検部位と

再検内容件数（H24/4‐H25/9）

情報」として提供することが可能である
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図５. 分析結果の情報提供
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軽自動車検査協会
Ⅳ．検査データ利活用の今後の予定（１）

● 高度化システムの整備状況

・ ２５年度末時点で６１事務所１０６コース （全コースの６５．８％）に導入が完了した。

・ 今後、未導入コースについては、検査機器更新に合わせて高度化システムの導入を

行い、３２年度末までに全事務所、全コース（宮古、八重山、厳 原を除く）への導入が

完了する。

導入した事務所にお は 試験運用 第 ラウ ド本格運用 第 第 ラウ ド・ 導入した事務所においては、試験運用、第４ラウンド本格運用、第３、第４ラウンドで

本格運用を行った後、全ラウンド本格運用を実施する。

● 活用の予定● 活用の予定

収集したデータについては、精度の高い分析を行い、その結果を検査職員、関係機関

等へ情報提供する等へ情報提供する。

・ ２６年度中に高度化システム導入事務所に対し情報を提供する。（図５）

・ ２７年度中に受検者に対し検査結果を提供する

９

・ ２７年度中に受検者に対し検査結果を提供する。

・ 関係機関等への提供については、今後検討する。



軽自動車検査協会
Ⅳ．検査データ利活用の今後の予定（２）

高度化システムによる検査情報の収集・分析スケジュール

・検査の高度化分析結果の活用と関係機関への情報提供することを目的に検査の高度化データを分析する。
※「高度化システム」とは、「検査結果の分析・活用の高度化システム」の略称である。

データの
収集・

H30年度H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

４Ｒ試験運用 ４Ｒ本格運用 全本格運用３・４Ｒ本格運用

収集・
ハードの
改修 受検車数10万

台以上収集目

標達成

(14万件）

分析専用サーバの導入

（データ集計の高速化）

低稼働事

務所への

フォロー

受検車数100

万台以上収集

目標

分析業務

分析機能強化

分析機能

の検証

受検台

数14万 評

公表方法の検討 公表方法の試行・改善

分析業務

反映
反映

～H25年データを随時分析

反映

の検証

反映

装置別・受検形態別等分析（注意すべき情報）

反映

数14万
件デー

タを分

析

評

価

･
改

善

受検台数

100万台

データ分析

モデル別（型式）分析結果を検査場

に提供

反映

分析結果
の情報活
用・提供

関係機関に分

析情報の提供

検 査 場 に 分 析 情 報 提 供
検査事務所に分

析情報の試験的

配信・改修

検査事務所に分析情

報の配信内容検討

１０

軽検協HPに車

種別ランキン

グ情報の開示

検査

不合

格

情報

検査不合格情報を

受検者に本格提供
フォーマット検討・ソフト改修



軽自動車検査協会Ⅴ．他システムとの連携

・軽自動車検査協会の高度化システムは、軽自動車検査協会の高度化システムは、

軽自動車検査業務情報処理システムと連携しており、

両者の情報の伝達は 円滑に行われている両者の情報の伝達は、円滑に行われている。

・また、整備情報を扱っている日整連のFAINES、国の検査情報

システム等、他機関のシステムとの連携については、今後も引きシ テム等、他機関 シ テムと 連携に ては、今後も引き

続き当協会における取組を紹介しつつ、要望、ニーズ等を把握し、

自動車の安全性の向上や検査 整備の効率化を図るべく 検討自動車の安全性の向上や検査・整備の効率化を図るべく、検討・

調整を行っていくこととしたい。

１１
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テ マⅡ 第１回検討会（2014 9 19）テーマⅡ 第１回検討会（2014.9.19）

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会（日整連）
Japan Automobile Service Promotion Association (J.A.S.P.A)p



整備情報の電⼦化の状況①

FAINESの情報提供内容（2014/8末）
会員数･･･31,563 事業場

登録情報数（1,077 ⾞種/6,379 型式）
整備マニュアル･･･1,150整備マ アル ,

故障整備事例（次⾴参照）
技術情報･･･1,555技術情報 1,555

サービスデータ･･･2,672

標準作業点数表･･･4 886標準作業点数表 4,886

P-01



整備情報の電⼦化の状況②

FAINES故障整備事例情報（2014/8末）
故障整備事例情報は、実体験を元にした故障現象の
原因とその整備内容を事例として掲載

登録数･･･4,974 件（565⾞種/1,577型式）

閲覧数･･･120 711 回/⽉閲覧数･･･120,711 回/⽉

P-02



整備情報の収集･情報管理における課題

点検整備結果はその⼯場には
記録されるが、ユーザーに渡
される点検整備記録簿情報は
残されな とが多く 同残されないことが多く、同⼀
⾞の整備歴を確認することが
難しい難しい

整備履歴、故障情報、メーカー技術情報等の扱いには、個⼈情
報保護や企業の営業活動とのバランス、配慮が必要報保護や企業の営業活動とのバランス、配慮が必要

利活⽤を進めるに当たっては、関係者が、情報の収集・管理に
必要な負担を受け⼊れられるようなメリットや、収集の必要性必要な負担を受け⼊れられるようなメリットや、収集の必要性
を認めることが必要。特に整備事業は中⼩零細であり、設備投
資、業務負担の余⼒が少なく、収集のための負担をしてもらう

P-03

には⼤きな魅⼒や推進策が必要



整備情報の収集による利活⽤の可能性①

点検整備の適正化
⾃動⾞メーカー、検査機関、⾃動⾞整備業の間

具合や故障 情報が共有化され ⾞種毎で不具合や故障の情報が共有化されて⾞種毎の
不具合傾向を把握できれば、点検整備の留意点
を踏まえた適正な整備が可能となる

製造製造
自動車メーカー

（部品メーカー）

点検整備
故障情報

検査
自動車検査独立行政法人

点検整備
整備工場故障情報

P-04

自動車検査独立行政法人
軽自動車検査協会



整備情報の収集による利活⽤の可能性②

点検整備結果の⾒える化・相対化
点検整備の結果をユーザーに伝える際、各整備
事業者がわかりやすく⼯夫しても その⾃動⾞事業者がわかりやすく⼯夫しても、その⾃動⾞
がどういう状態なのかの説明に留まりがち
⾞種毎の不具合傾向を把握できれば その統計⾞種毎の不具合傾向を把握できれば、その統計
結果と⽐べることで、ユーザーの⾃動⾞の相対
的な評価を説明することが可能となる的な評価を説明することが可能となる
顧客満⾜度があがるだけでなく、ユーザーによ
る点検整備結果の理解が深まり、点検整備率の
向上につながると考えられる

P-05


